
 - 1 - 

令和４年度 

第２８回和歌山市農業委員会議事録 

 

日 時 令和４年１０月１１日（火曜日） １３時００分 開会 

場 所 和歌山市農業委員会議室 

 

議案第１号 農用地区域除外に係る意見について 

議案第２号 和歌山市遊休農地解消対策事業に伴う遊休農地の証明願について 

議案第３号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

議案第４号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第５号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

議案第７号 農用地利用集積計画について 

報告事項 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告事項 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告事項 使用貸借権の解約通知について 

報告事項 農地法施行規則第２９条第１号の規定による届出について 

報告事項 認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置について 

報告事項 農地法第４条第１項の規定による農地転用届出について 

報告事項 農地法第５条第１項の規定による農地転用届出について 

報告事項 農用地利用配分計画の認可について 
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１３時００分 開会 

◆奥谷局長 それでは定刻となりましたの

で、ただいまから第２８回農業委員会総会

を開催いたします。報告事項につきまして

は、議案書２９ページ以降に掲載していま

すので、ご確認ください。それでは、谷河

会長よろしくお願いします。 

◆会長（谷河 績）それでは、ただいまよ

り、第２８回農業委員会総会を開会いたし

ます。出席委員は１９名中１８名で、定足

数に達しておりますので、総会は成立して

います。去る９月２８日、廣井委員、丸山

委員、坂東委員、岩橋章博委員によりまし

て現地調査並びに事情聴取が行われていま

す。後ほど報告方よろしくお願いします。

なお、中尾委員から都合により欠席したい

旨、連絡がありましたので、ご報告いたし

ます。また、農業委員会会議規則第１７条

第２項に規定する議事録署名委員は、湯川

委員、辻本委員にお願いします。 

 それでは議案の審議を始めさせていただ

きます。議案第１号 農用地区域除外に係

る意見について、提案いたします。 

◆中井副主査 番外、説明させていただき

ます。本件は、農業振興地域の整備に関す

る法律 第１３条第１項の規定に基づき、

同法施行規則第３条の２第２項の規定によ

り、農業委員会のご意見をお聴きするもの

です。お手元の資料、農用地区域除外参考

資料（位置図）をご覧ください。全６件の

申出があり、１ページに、位置図を示して

おります。全６件、一括して説明させてい

ただきます。 

①について説明させていただきます。 

参考資料の４ページから９ページをご覧く

ださい。４ページにありますように申出地

は、赤色で着色し示しており、和佐地区、

和歌山市立和佐小学校の・・・に位置して

おります。また、５ページには代替地を、

６ページには申出時に受領した代替地検討

書を、７ページには申出地を周囲から撮影

した写真を、８ページには、農用地区域の

広がりを、９ページには、関係各課の意見

を示し添付しております。参考にご覧くだ

さい。申出の経緯について、説明させてい

ただきます。利用者の・・・氏は、土地所

有者の・・・氏の長男であり、令和４年７

月７日に農業後継者指名を受けています。

利用者は、妻と子供３人で賃貸アパートに

住んでいますが、住居が手狭であり、耕作

の手伝いなども考慮し、なるべく実家に近

い場所に新居を建築したい意向です。また、

利用者が申出地に住むことにより、両親の

高齢に伴う不安及び今後の営農に伴う危惧

等を解消することができるとのことです。

申出地は、北側に実家である宅地、東側に

水路及び市道、南側及び西側に農地に隣接

した農地となっています。市としては、周

辺農地の営農に及ぼす影響は認められず、

農用地区域から除外することが相当である

と考えるものです。 

②について説明させていただきます。 

参考資料の１０ページから１６ページをご

覧ください。１０ページにありますように

申出地は、赤色で着色し示しており、和佐

地区、和歌山市立和佐小学校の・・・に位

置しております。また、１１ページ、１２

ページには代替地を、１３ページには申出

時に受領した代替地検討書を、１４ページ

には申出地を周囲から撮影した写真を、１

５ページには、農用地区域の広がりを、１

６ページには、関係各課の意見を示し、添
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付しております。参考にご覧ください。 

申出の経緯について、説明させていただき

ます。利用者は夫婦であり、・・・氏は土

地所有者の・・・氏の次男で、令和４年７

月２６日に農業後継者指名を受けています。

利用者夫婦は、賃貸アパートに住んでおり、

今後子供を授かった場合、現在の住居では

手狭となることや、耕作の手伝いなども考

慮すると、なるべく実家に近い場所に新居

を建築したい意向です。また、利用者が申

出地に住むことにより、両親の高齢に伴う

不安及び今後の営農に伴う危惧等を解消す

ることができるとのことです。申出地は、

北側に農地及び水路、東側に実家である宅

地、南側に里道及び水路、西側に農地に隣

接した農地となっています。 

市としては、周辺農地の営農に及ぼす影響

は認められず、農用地区域から除外するこ

とが相当であると考えるものです。 

次に③、④について一括して説明させて

いただきます。参考資料の１７ページから

２４ページをご覧ください。１７ページに

ありますように申出地は、赤色で着色し示

しており、申出地③、④ともに西和佐地区、

申出地③は、和歌山市立西和佐小学校の・

・・に、申出地④は同小学校の・・・に位

置しております。また、１８ページには既

存事業用地及び代替地を、１９ページには

申出時に受領した代替地検討書を、２０ペ

ージ、２１ページには③、④の申出地を周

囲から撮影した写真を、２２ページには、

農用地区域の広がりを、２３ページ・２４

ページには、関係各課の意見を示し、添付

しております。参考にご覧ください。申出

の経緯について、説明させていただきます。

申出地③、④の利用者である・・・は、昭

和６１年設立、関連会社を含めた従業員は

約８０名で、・・・及び・・・の製造・販

売を行っています。これまでの事業拡大や

有田市にある・・・が令和５年１０月を目

途に閉鎖されることとなったため、岡山県

倉敷市の・・・にある・・・から原料の供

給を受けるようになっているということで

す。その影響により、輸送に時間やコスト

を要するため、これまでの３倍程の量をス

トックしておく必要が生じ、現在の事業用

地では手狭となっているということです。

また、原材料や製品だけではなく段ボール

などの副資材の保管場所となる倉庫や露天

資材置場、従業員用の露天駐車場も不足し

ているということで、既存施設の隣接地に、

倉庫や露天資材置場及び露天駐車場を設け

ることにより、事業用地不足の解消と利便

性や安全性も含めた作業効率の向上を図る

ことができるという意向です。申出地③は、

北側に宅地、東側に既設事業地、南側に水

路をはさみ農地、西側に里道に隣接した農

地となっています。申出地④は、北側に農

地、東側に既設事業地及び農地、南側に市

道、西側に農地に隣接した農地となってい

ます。 

市としては、周辺農地の営農に及ぼす影響

は認められず、産業活性化における地域振

興が図れる側面もあるため、農用地区域か

ら除外することが相当であると考えるもの

です。 

次に⑤について説明させていただきます。 

参考資料の２５ページから３１ページをご

覧ください。２５ページにありますように

申出地は、赤色で着色し示しており、名草

地区、和歌山市立明和中学校の・・・に位

置しております。また、２５ページ・２６
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ページ・２７ページには代替地を、２８ペ

ージには申出時に受領した代替地検討書を、

２９ページには申出地を周囲から撮影した

写真を、３０ページには農用地区域の広が

りを、３１ページには関係各課の意見を示

し添付しております。参考にご覧ください。

申出の経緯について、説明させていただき

ます。利用者の・・・氏は・・・を営んで

おり、申出地の隣接地の空家を住居として

購入するも、駐車スペースが少ないため、

申出地を露天駐車場や西側市道からの進入

路として利用したい意向です。申出地は、

北側及び東側に宅地、南側に農地、西側に

水路及び市道に隣接した農地となっていま

す。市としては、周辺農地の営農に及ぼす

影響は認められず、農用地区域から除外す

ることが相当であると考えるものです。 

次に⑥について説明させていただきます。

参考資料の３２ページから３７ページをご

覧ください。３２ページにありますように

申出地は、赤色で着色し示しており、小倉

地区、和歌山市立小倉小学校の・・・に位

置しております。３２ページ、３３ページ

には代替地を、３４ページには申出時に受

領した代替地検討書を、３５ページには申

出地を周囲から撮影した写真を、３６ペー

ジには農用地区域の広がりを、３７ページ

には関係各課の意見を示し添付しておりま

す。参考にご覧ください。申出の経緯につ

いて、説明させていただきます。利用者で

ある・・・は、・・・であり主に・・・か

ら・・・まで幅広くサービスを提供してい

ます。全国を対象に安定した通信サービス

を提供するために、日頃から各地域の電波

状態を改善するために中継施設を増設して

いますが、この地域における電波状態を改

善するため空中線系電波施設を設置する意

向です。申出地は、北側に農地、東側に農

地、南側に宅地、西側に市道に隣接した農

地となっています。市としては、周辺農地

の営農に及ぼす影響は認められず、農業者

を含む住民の利便性向上により地域振興が

図られる側面もあるため、農用地区域から

除外することが相当であると考えるもので

す。 

以上の６件について、農業振興地域の整

備に関する法律第１３条第２項に掲げる第

１号から第５号までの要件のすべてを満た

すと判断し、除外を行おうとするものです。 

なお、第１号から第５号の要件につきまし

ては、席上配布しております１枚もののＡ

４横印刷の「農用地区域から除外を行う際

の判断基準について」をご覧ください。 

第１号から第５号までの概要につきまして

は、１ 申出地以外に代替すべき土地がな

いこと 

２ 農業上の効率化かつ総合的な利用に支

障を及ぼすおそれがないこと 

３ 農用地の利用集積に支障を及ぼすおそ

れがないこと 

４ 土地改良施設の有する機能に支障を及

ぼすおそれがないこと 

５ 農業生産基盤整備事業完了後８年を経

過しているものであること  

となっています。説明については以上とな

ります。ご審議の程、よろしくお願い致し

ます。 

◆会長（谷河 績）Ｎｏ．３及びＮｏ．４

につきまして、現地調査並びに事情聴取を

行っていますので廣井委員さん報告願いま

す。 

◆１１番（廣井 伸多）案第１号Ｎｏ．
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３.Ｎｏ．４についてご報告致します。 

 去る９月 28 日に岩橋章博委員と事務

局藤田副課長､殿元副主査と共に現地調

査並びに事情聴取を行いました。本申請

は農用地区域除外許可申請で除外目的は

・・・と・・・は露天駐車場、露天資材

置場で・・・については資材保管倉庫で

す。事情聴取には申請人である・・・の

代表取締役を務める・・・氏と・・・の

・・・氏が出席されました。申請人は・

・・で・・・および・・・などの・・・

などの製造販売をしております。また現

在は・・・に・・・と・・・の保管用の

倉庫が完成し商品の生産・保管・販売に

効率上昇が見込めるようになったそうで

す。その成果として既存の得意先への売

上が順調に伸び、また、新規の得意先も

増え続けています｡更には・・・等の・

・・や・・・における・・・の導入など

も新規に開始しております。関連会社と

して・・・直近３年間のグループ合算の

売上高は・・・の伸び率となっておりま

す。従業員数はグループ合計で・・・と

なり直近３年間で・・・を新規採用し、

今後も増員を検討しております。一方で

・・・として稼働していた紀ノ川市・・

・にある同社・・・を家主都合により退

去するにあたり、露天資材置場として利

用していた・・・に代替施設を建築した

ことにより原料や資材の保管場所を圧迫

し、前述した・・・と・・・倉庫への製

品の移動や出荷のスペース、更には来客

用スペースを確保するために従業員駐車

場が玉突き状態で迫いやられている現状

では業績好調による新規採用もままなら

ない状況です。メイン仕入先である・・

・からの・・・等の受け入れは、長距離

輸送のため小ＬＯＴでは効率が悪くなる

ので一度に大容量を受け入れる充分なス

ペースが必要となります。以上が議案Ｎ

ｏ.4についての申請理由です。 

 次に本申請地の隣接地にある屋内危険

物貯蔵所に関して、本来の貯蔵品目であ

る・・・等でなく製品化前の・・・や・

・・の関連付帯品も保管されており、消

防署から改善指導を受けています｡その

為、それらを保管する倉庫が新たに必要

となったことが議案Ｎｏ．３についての

申請理由です。候補地に関しては、やは

り作業効率性や利便性を考慮して同社本

社付近が妥当であり、参考資料１８・１

９ページを参照して頂いて１から３に関

しては営農継続意思が強いので断念、４

から６に関しては条件面で折り合いがつ

かず断念し、申請地の内・・・と・・・

の所有者とは以前条件面で折り合いませ

んでしたが、今回改めて条件面で合に達

し・・・とあわせて本申請したものです。

排水に開して雨水のみで既存水路へ放流

予定で周辺農地への影響もないものと思

われ、また議案第１号Ｎｏ．４の２筆の

農地については１０数年の耕作放棄地と

なっていたので今回の申請により解消さ

れる事になるので周辺農地の持ち主や住

民からも歓迎され､特に問題は無いと思

われますが、皆様の慎重なご審議の程よ

ろしくお願い致します。 

◆会長（谷河 績）ありがとうございまし

た。 

議案第１号について、説明、報告が終わり

ましたが、この議案について、何かご意見、

ご質問ございませんか。 
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◆２番（辻本 傑）排水について水路に

油等でませんか。防止措置は？ 

◆１１番（廣井 伸多）分水トラップを

してあるとの事。 

◆２番（辻本 傑）周辺とのトラブルと

ならないか。追加の規制は？ 

◆１番（湯川 德弘）油会社にいました。

申請を専門にやっていた。オイル等の関

連施設では、ピットで防止対策している。

消防法で決まっている。 

◆会長（谷河 績）議案第１号について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

（異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第１号に対する意見は、「やむを

得ない」と決定しました。議案第２号 和

歌山市遊休農地解消対策事業に伴う遊休農

地の証明願について、提案いたします。 

◆西森企画員 番外 説明いたします。 

議案に同封している対象農地の写真をご覧

ください。本件は和歌山市遊休農地解消対

策事業補助金交付要綱第５条の規定に基づ

いたもので、補助金の交付申請にあたり遊

休農地証明書を添付する必要があり、借受

予定者から証明願が１件ありました。対象

農地の面積は、田のみで１，５３７㎡です。

遊休農地証明書交付の可否についてご審議

願います。なお、対象農地については、２

８ページの議案第７号農用地利用集積計画

Ｎｏ．９１で利用権の設定を上程しており

ます。以上です。 

◆会長（谷河 績）議案第２号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

（異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第２号は可決と決定しました。議

案第３号 相続税の納税猶予に関する適格

者証明願について、提案いたします。 

◆中居班長 番外 説明いたします。 

本件は、租税特別措置法第７０条の６第１

項の規定による相続税納税猶予に関する適

格者証明書の申請が１件あったものです。 

相続人から、耕作を継続する旨の誓約書が

添付されております。以上です。 

◆会長（谷河 績）議案第３号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

（異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第３号は可決と決定しました。議

案第４号 農地法第３条の規定による許可

申請について、提案いたします。 

◆殿元副主査 番外 説明します。本件は、

農地法第３条の規定に基づく許可申請で２

件ありました。なお、これらの案件は、調

査の結果、耕作等に支障がないこと、当該

農地の権利を取得しようとする者は、下限

面積要件を満たし、その取得後において全

ての農地を効率的に耕作し、農作業に常時

従事すると認められるなど、農地法第３条

第２項各号には該当せず、許可要件の全て

を満たしていると思われます。なお、Ｎｏ

.1 は無償移転ですが、譲渡人が市外に居

住しており、農業を継続していくことが困

難であるため、今まで農地の面倒を見てく

れていた譲受人に贈与したいとのことです。

以上です。 

◆会長（谷河 績）議案第４号について説

明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

（異議なし、との声） 
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ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第４号は可決と決定しました。議

案第５号 農地法第４条第１項の規定によ

る許可申請に対する意見について、提案い

たします。 

◆殿元副主査 番外 説明します。申請地

の場所を示した簡易地図を議案と共に配布

していますので合わせてご覧ください。 

№１ 申請地は、東山東地区・・・山東駅

から・・・に位置し、おおむね５００ｍ以

内に鉄道の駅があるため第２種農地に該当

します。自身が所有する耕作地が周辺にあ

り、農業を経営するために適地であること

から当該申請地を農業者住宅へ転用申請す

るものです。 

№２ 申請地は、西山東地区・・・、伊太

祈曽駅から・・・に位置し、おおむね１０

ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域

内にあるため第１種農地に該当しますが、

不許可の例外である農業用施設に該当する

と思われます。申請地西側の県道の拡幅事

業により既存の農業用倉庫の建て替えが必

要になったとのことです。これを機に自身

の農業経営を維持するため当該申請地を農

業用倉庫、駐車スペース、作業場へ転用申

請するものです。これらの案件は一般基準

を満たしていると思われます。 

◆会長（谷河 績）議案第５号について説

明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

（異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第５号は可決と決定しました。 

議案第６号 農地法第５条第１項の規定に

よる許可申請に対する意見について、提案

いたします。まず、Ｎo．８を先議とさせ

ていただきます。 

 岩橋章委員一時退席お願いします。 

・・・・岩橋章委員退席・・・・ 

Ｎo．８について 

◆殿元副主査 番外 説明します。申請地

の場所を示した簡易地図を議案と共に配布

していますので合わせてご覧ください。Ｎ

ｏ．８の案件について説明します。 

№８ 申請地は、西和佐地区・・・、田井

ノ瀬駅から・・・に位置し、おおむね５０

０ｍ以内に鉄道の駅があるため第２種農地

に該当します。申請人は・・・であり、独

立して・・・を開業したいということ、ま

た今の居住している住居が手狭になってき

たこと等の理由から妻の実家に近い当該申

請地を・・・及び個人住宅へ転用申請する

ものです。なお、１Ｆ部分がクリニック、

２Ｆ部分が住宅部分となります。 

 また、開発許可申請中であり、使用貸借

権設定です。 

◆会長（谷河 績）議案第６号Ｎo．８に

ついて説明が終わりましたが、この議案に

ついて、何かご意見、ご質問はございませ

んか。 

（異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第６号Ｎo．８は可決と決定しま

した。 

 ・・・・岩橋章委員着席・・・・ 

◆会長（谷河 績）次に、Ｎo．８以外に

ついて 

◆殿元副主査 Ｎｏ．８以外の案件につい

て説明します 

№１ 申請地は、東山東地区・・・、四季

の郷公園から・・・に位置し、市街地に近

接する区域内でその規模がおおむね１０ヘ
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クタール未満のため第２種農地に該当しま

す。申請人は同地区内で・・・を営んでお

りますが、業績も伸び、建築資材を置く場

所が不足していることから自社が所有する

事務所の隣接にある当該申請地を露天資材

置場として転用するため申請するものです。 

№２ 申請地は、安原地区・・・、紀北支

援学校から・・・に位置し、おおむね１０

ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域

内にあるため第１種農地に該当しますが、

不許可の例外である農業用施設及び農産物

集出荷施設に該当すると思われます。「国

道４２号和歌浦地区歩道整備事業」に伴い

申請人が・・・を営む法人の店舗敷地を和

歌山市が用地買収することとなりました。

その移転先として今回、当該農地を・・・

として転用するために申請するものです。

なお、申請人が転用行為を完了した後、備

考に記載されている法人へ賃貸する契約と

なります。また、開発許可申請中で、特定

事業許可申請中です。 

№３ 申請地は、紀伊地区田屋、北サービ

スセンターから・・・に位置し、おおむね

５００ｍ以内に市の支所があるため第２種

農地に該当します。申請人は・・・及び・

・・などを営んでいる法人でありますが、

近隣に住宅展示場があり、来客用の駐車場

が不足しているためスペースを新たに確保

したいとの要望があったことから、当該農

地を貸露天駐車場として転用申請するもの

です。 

№４ 申請地は、和佐地区・・・、和佐小

学校の・・・であり、市街地に近接する区

域内でその規模がおおむね１０ヘクタール

未満のため第２種農地に該当します。申請

人は不動産業を営んでおり、住宅需要が高

い当該申請地を分譲住宅４戸及び泥上げ用

地として転用申請するものです。開発許可

申請中です。 

№５ 申請地は、安原地区・・・、智辯和

歌山高等学校か・・・に位置し、市街地に

近接する区域内でその規模がおおむね１０

ヘクタール未満のため第２種農地に該当し

ます。申請人は・・・を営んでおり、申請

地の・・・を所有しています。運送の需要

が高まっており、事業を拡大していくにあ

たって運送荷物を保管するスペースを確保

するため、当該申請地を露天資材置場へ転

用申請するものです。 

№６ 申請地は、川永地区・・・、和歌山

バイパス永穂交差点から・・・に位置し、

おおむね１０ヘクタール以上の規模の一団

の農地の区域内にあるため第１種農地に該

当しますが、集落に接続される住宅その他

日常生活上又は業務上必要な施設であり、

不許可の例外に該当します。申請人が申請

地北側の住宅に居住しておりますが、自家

用車を駐車するスぺースがないことから、

父親が所有する当該申請地を露天駐車場へ

転用申請するものです。なお、使用貸借権

の設定です。 

№７ 申請地は、川永地区・・・、和歌山

バイパス永穂交差点から・・・に位置し、

おおむね１０ヘクタール以上の規模の一団

の農地の区域内にあるため第１種農地に該

当しますが、既存施設の拡張であるため、

不許可の例外に該当します。申請人は・・

・で・・・を営んでおりますが、事業拡大

に伴い、自動車を保管するスぺ―スが不足

していることから、当該申請地を露天駐車

場へ転用申請するものです。 

№９ 申請地は、川永地区・・・、誠佑記
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念病院から・・・に位置し、市街地に近接

する区域内でその規模がおおむね１０ヘク

タール未満のため第２種農地に該当します。

申請人は・・・を営んでおり、・・・で工

場を所有し、経営しています。事業の拡大

に伴って、従業員や来客、配送業者などの

駐車スペースが不足していることから、当

該申請地を露天駐車場へ転用申請するもの

です。 

 これらの案件は一般基準を満たしている

と思われます。また、Ｎｏ.２・４・９に

ついては現地調査及び事情聴取を行ってお

りますので委員より報告があります。 

◆会長（谷河 績）Ｎｏ．２及びＮｏ．４

につきまして、現地調査並びに事情聴取を

行っていますので岩橋章博委員さん報告願

います。 

◆１９番(岩橋 章博)議案第６号Ｎｏ．

２について報告します。１０月２８目現地

調査並びに事情聴取を廣井委員と事務局と

で実施しました。申請地は第１種農地で約

３，８５７㎡もあり、四方が農地に囲まれ

ている状況です。しかし、本申請の事業目

的は・・・であり、・・・も仕入れている

との事でした｡第１種農地の転用の例外規

定を適用するとの事です。申請人は・・・

の母親で、・・・の役員でもあり、転用後

・・・に賃貸する予定とのことです。・・

・社長と面談し、申請の経緯を聞くと、現

在の・・・の土地が国道４２号線拡幅のた

め立ち退きとなり、本申請地を移転先と考

えているとの事です。この農地を選んだ理

由を聞くと、早朝５時頃から集出荷のため

トラックが出入りする。・・・機械は８時

～１６時まで稼働するので騒音が出るため

住宅地では無理､南インターがあり利便性

がある、との事でした。建築面積１，４４

３㎡､北側調整池２３６㎡残りが約２，１

００㎡となり２，１００㎡もの面積が必要

なのかとの質問に、現在、会社は・・・が

・・・など３ヵ所に分散しており、これを

一つに集約したい、和歌山市はじめ全国各

地から米が大型トレーラで届く、自社の２

～３t トラック１０台、社員２０名分の車

の駐車場が必要との事でした。本申請の建

屋の高さは１１．７ｍ、奥行７０ｍあり、

申請地西側に間口８ｍ奥行１２４ｍの南北

の細長い農地があり、隣接同意は得ている

とは言え、北側約７０ｍが午前中、陽が遮

られるおそれがあるため、一般基準である

周辺農地の営農条件に支障を生じさせない

と言えるのか疑問が残ります。以上です。

続きまして議案第６号Ｎｏ．４を報告しま

す。申請地は和佐小学校・・・に接してお

り第２種農地となります。・・・と面談し

ました。今回の申請の経緯を聞くと、申請

地所有者が女性で高齢化したため耕作が出

来なくなったとの事でした。排水は県道側

水路でなく北側水路へ放流し､本来の水路

の泥上場は水路北側にありますが､舗装し

て道路として利用しているため､地元の要

望で申請地側に設けることにしたとの事で

した。本案件は第２種農地ではありますが、

付近には内科、皮膚科、眼科医院、福祉施

設などがあり、今後、市街化が進んでくる

ように思われます。以上です。 

◆会長（谷河 績）ありがとうございまし

た。次に、Ｎｏ．９につきまして、現地調

査並びに事情聴取を行っていますので丸山

委員さん報告願います。 

１５番（丸山 勝）議案第６号Ｎｏ．９

について説明します。本件は、農地法第５
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条の許可申請で９月２８日、私と坂東委員

それに事務局と共に現地調査と申請者から

事情聴取を行いました。申請地は、和歌山

市永穂４０１番地の 1で、国道２４号線和

歌山バイパスの七瀬川橋の東側を北側に約

５０ｍ入った１，４７１㎡の第 2種農地で

す。地目は田、現況はキャベツとブロッコ

リーが移植されていました。申請者は、申

請地に隣接する・・・（資本金・・・、従

業員・・・）の代表者で、・・・を営んで

おり、・・・等と取引しているとのことで

ある。転用目的は、現在の会社敷地内では、

社用車や従業員車両の駐車場スペースが２

０台程度しかなく飽和状態で、特に、年末

には取引先の保冷車が頻繫に出入りして混

雑することや、今後、事業を拡大する予定

もあり近隣で土地を探していたところ、譲

受人から声掛けを頂き本申請に至ったとの

ことです。造成工事費用は・・・で、現在、

申請地は作付けされていることから、収穫

と許可を待って工事にかかるとのことです。 

進入路は、会社敷地と申請地の間に水路が

あるため、その上に６メートルの鉄板を敷

き、申請地には少し盛り土してから砕石処

理し、雨水等は西側に面した水路に流すと

のこと。転用に伴う付近の農地に対する影

響や用水路等への被害は問題ないと考えら

れます。特に問題なしと思慮されますが、

各委員の慎重なご審議をお願い致します。 

◆会長（谷河 績）ありがとうございまし

た。議案第６号Ｎｏ．８以外について説明、

報告が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。Ｎｏ．

２は、報告があったように半分が日陰にな

るので、個人としてはいかがかなと思う。 

◆１８番（吉川 松男）水路に６ｍの鉄

板を敷く場合は許可がいるが。 

◆殿元副主査 土地改良区の同意を得てい

ます。 

◆１８番（吉川 松男）分かりました。 

◆１９番(岩橋 章博）先ほど現地調査

の日陰になる報告ですが、隣接同意があ

るので周辺農地に影響が無いと判断するこ

とには疑問がある。同意は関係なしに農業

委員が判断してもいい。出来れば会長から

県会議にて口頭で意見してはどうか。 

◆会長（谷河 績）県の常設で意見を述べ

ろとのことなのでさせていただく。その他、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

（異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございすので、

議案第６号Ｎｏ．８以外についても可決と

決定しました。議案第７号 農用地利用集

積計画について、提案いたします。まず、

Ｎo．１７を先議とさせていただきます。 

吉中委員一時退席お願いします。 

 ・・・・吉中委員退席・・・・ 

◆西森企画員 番外 先議のため議案第７

号 Ｎｏ．１７について説明いたします。 

 本件は、農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農用地利用集積計画

に基づく利用権の設定です。再設定の契約

で、使用貸借権、期間は３年、地目は田、

面積は９９１㎡です。以上です 

◆会長（谷河 績）議案第７号Ｎo．１７

について説明が終わりましたが、この議案

について、何かご意見、ご質問はございま

せんか。 

（異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第７号Ｎo．１７は可決と決定し

ました。 
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 ・・・・吉中委員着席・・・・ 

 次に、Ｎo．６６を先議とさせていただ

きます。湯川委員一時退席お願いします。 

 ・・・・湯川委員退席・・・・ 

◆西森企画員 番外、先議のため議案第７

号 Ｎｏ．６６について説明いたします。 

 本件は、農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農用地利用集積計画

に基づく利用権の設定です。再設定の契約

で、使用貸借権、期間は２年、地目は田、

面積は７１８㎡です。以上です。 

◆会長（谷河 績）議案第７号Ｎo．６６

について説明が終わりましたが、この議案

について、何かご意見、ご質問はございま

せんか。 

（異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第７号Ｎo．６６は可決と決定し

ました。 

 ・・・・湯川委員着席・・・・ 

 次に、Ｎo．１７及び６６以外について 

◆西森企画員 番外 議案第７号 Ｎｏ．

１７、６６以外について説明いたします。 

利用権新規設定における農地所在地図を議

案と共に配布しておりますので、あわせて

ご覧ください。本件は、農業経営基盤強化

促進法第１８条第１項の規定による農用地

利用集積計画に基づく利用権の設定で、再

設定契約が７９件、新規の契約が１０件で

合計８９件ございました。賃借権が９件、

使用貸借権が８０件の設定です。貸借期間

は議案書のとおりです。また、Ｎｏ．１か

らＮｏ．１６、Ｎｏ．１８からＮｏ．６５、

Ｎｏ．６７からＮｏ．７７については、農

業委員会による利用権の再設定、Ｎｏ．７

８からＮｏ．８４については、農業委員会

による利用権の新規設定、Ｎｏ．８５から

Ｎｏ．８８については、農地中間管理事業

での再設定、Ｎｏ．８９からＮｏ．９１に

ついては、農地中間管理事業による新規の

設定です。面積は、田が１６４，６８９．

９１㎡、畑が１２，９５３㎡、総面積が１

７７，６４２．９１㎡です。また、うち農

地中間管理事業による設定が７件あり、面

積は田のみで１５，２４２㎡です。なお、

２６ページのＮｏ．８１については、新規

就農となり、現地調査ならびに事情聴取を

行っておりますので、担当の委員さんより

報告があります。以上です。 

◆会長（谷河 績）Ｎｏ．８１につきまし

て、現地調査並びに事情聴取を行っていま

すので坂東委員さん報告願います。 

◆１７番（坂東 紀好）議案第７号Ｎｏ．

８１農用地利用集積計画について、去る９

月２８日、丸山議員、事務局とともに現地

調査ならびに事情聴取を行いましたので、

ご報告いたします。当該借主（・・・氏）

は新規就農者であります。現住所は・・・

でありますが、和歌山市出身であり職業（

・・・３０年間勤務）の関係で現住所とな

っています。就農動機については、昨年配

偶者を亡くし、何か人生の生きがいを見つ

けたく、以前より興味を持っていた農業に

関わりたいと思ったそうです。また、・・

・は出身地で・・・の・・・もしており、

その組合員の中に営農知識が豊富な方もお

り、営農活動のサポートも受けられるそう

です。 

当該借地は資料の通りでありますが、面積

が１，４５６㎡であり、農業を生業とする

ならば厳しいと考えますが、半農半 X的な

就農希望である為、可能と判断します。尚、
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現在所有する農機具はトラクターのみであ

りますが、他の必要農機具は当面はリース

で対応し、今後規模拡大にあわせ、購入す

るとのことです。また、農機具や生産資材

等の保管については貸主（・・・氏）所有

の農業倉庫を使用させていただくそうです。

事情聴取に於いて新規就農に於けるリスク

等も意見交換いたしましたが、本人の就農

に対する熱意が感じられるとともに利用権

設定に係る用件を満たしており、特段問題

ないと思われますが、委員各位の慎重なる

審議をお願いし、報告を終わります。 

◆会長（谷河 績）ありがとうございまし

た。議案第７号Ｎo．１７・６６以外につ

いて説明、報告が終わりましたが、この議

案について、何かご意見、ご質問はござい

ませんか。 

（異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第７号Ｎｏ．１７・６６以外につ

いても可決と決定しました。 

 以上で議案の審議は終了しました。 

その他、何かございませんか。 

（なし、との声） 

それでは、ないようでございますので、第

２８回総会を閉会いたします。 

１時５０分 


